公示


政府調達に関する苦情の申立ての受理
　政府調達に関する苦情の処理手続（令和3年8月24日公告）第五の五の規定により、次のとおり苦情の申立てを受理した。
　　令和８年４月１５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県政府調達苦情検討委員会
1　苦情の受付番号
　 第1号
2　苦情申立て日
　令和8年4月6日
3　苦情申立人
　 みこと株式会社　
4　苦情に係る調達機関名及びサービス名
福岡県教育庁教育総務部教育イノベーション推進課（県立学校ICT支援員派遣等業務委託）
5　苦情の概要
・仕様書の委託条件について、公平・公正な価格競争を促しているのではなく、特定の事業者が受託できるように促している。
・WTO政府調達協定に定められている入札公告から入札書受領までの期間は40日以上（政府通達事項50日以上）が遵守されていない。
6　苦情処理状況の概要
　　・令和8年4月15日　第1回政府調達苦情検討委員会で検討の結果、申立て受理
7　苦情処理手続への参加を希望するものが委員会へ通知しなければならない期日
　 当該苦情に係る調達に利害関係を持つ供給者であって、当該苦情処理手続に参加を希望するもの
は、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面をもって、次の期限までに参加の意思を当委員会宛て通知すること。
（1）期限
      令和8年4月21日（火）まで
（2）通知先
福岡県会計管理局会計課
　　　郵便番号812-8577
　　　福岡県福岡市博多区東公園7番7号

